
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和8年1月 

尼崎市

駐車場用地の一時貸付け 

制限付一般競争入札実施要領 
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下記の駐車場用地について、制限付一般競争入札（以下「入札」という。）により貸付け

を行います。入札に参加される方は、この要領をよく読み、次の各事項の内容を十分把握し

た上でお申し込みください。 

 

１ 対象物件 

物件 

番号 
所在地番 

面積 

（㎡） 
指定用途 

貸付 

期間 

最低貸付料 

（年額） 

1 
尼崎市武庫川町1

丁目42番の一部 
1,238.76 

時間貸しの平面

路外駐車場 

5 年 

※ 

4,356,000 円 

（税込） 

2 
尼崎市水明町199

番1の一部 
5,392.00 

時間貸し等の平

面路外駐車場 

5 年 

※ 

5,500,000 円 

（税込） 

対象物件の詳細は、物件個別明細書をご覧ください。 

※賃貸借契約の更新は認めないものとします。 

 

２ 本件入札に係る資格要件 

次の各号のいずれかに該当する者は、本件入札に参加することができない。 
(1) 本件入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

(2) 法人以外の者 

(3) 路外駐車場事業者として十分な資力、信用、実績及び管理運営能力を有しない者 

(4) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(5) 破産手続開始の申立て、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法に

基づく再生手続開始の申立てその他これらに類する手続がなされている者 

(6) 本件入札の参加申込みを行う日の属する事業年度の前事業年度決算における貸借

対照表において債務超過にあるもの 

(7) 国税（「法人税」及び「消費税及び地方消費税」をいう。）及び尼崎市税に滞納があ

る者 

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第３２条第１項各号のいずれか

に該当する者 

(9) 尼崎市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

又は同条第５号に規定する暴力団員若しくは同条第７号に規定する暴力団密接関係

者（前号に該当するものを除く。）に該当する者 

(10) 次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後 3 年を経過しな

いもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者 

ア 市との契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物

件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

イ 市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公

正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 



2 
 

ウ 落札者が本市との契約を締結すること又は本市との契約者がその契約を履行す

ることを妨げた者 

エ 本市が実施した地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の

実施に当たり本市の職員の職務の執行を妨げた者 

オ 正当な理由なく本市との契約を履行しなかった者 

カ 本市との契約により、当該契約の後に代価の額を確定する場合において、当該 

代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

キ アからカまでのいずれかに該当する者でその事実があった後 3 年を経過しないも

のを本市との契約の締結又は履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使

用した者 

 

３ 貸付用途 

上記「１ 対象物件」のとおり 

 

４ 貸付期間 

(1) 貸付期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とする。 

(2) 貸付期間には、整地工事及び原状復旧工事等に要する期間を含む。 

(3) 貸付期間の延長及び契約の更新はできない。 

 

５ 貸付料 

(1) 本市の設定する最低貸付料（年額）以上で、かつ、最高の価格をもって有効な入札

をした者の金額を貸付料（年額）とする。 

(2) 貸付料は、本市が指定する方法により、本市の指定する期限までに納付するものと

する。なお、納付の時期等の詳細については、借受人決定後に所管課との協議により

決定する。 

(3) 貸付期間が１年に満たない期間の貸付料については、貸付料（年額）を３６５で除

して得た額に、日割対象期間の日数を乗じて得た額とする。 

 

６ その他の貸付条件 

(1) 整備工事・維持管理責任 

ア 現状有姿での引渡しとする。既設の工作物（フェンス、舗装等）の維持管理、補

修等は借受人が自己の責任と負担のもとで実施すること。なお、現借受事業者が契

約終了後に撤去する機器等については、物件個別明細書を確認すること。 

イ 周辺フェンスの撤去や取替え、地面の舗装等は必要に応じて借受人が自己の責任

と負担のもとで実施すること。また、貸付契約終了時には、借受人が自己の責任と

負担のもとで原状復旧すること。 

ウ 借受人は、自己の責任と負担のもとで貸付地を適正に管理するとともに、自動精

算機の金銭管理、メンテナンス等の維持管理を行うこと。 
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エ 貸付期間中の対象物件の維持管理及び駐車場設備の故障に関する苦情等は借受

人が対応すること。また、駐車場設備に故障時等の連絡先を明記すること。 

オ 借受人の責めに帰すべき事由により、第三者又は施設等に損害を与えた場合は、

借受人においてその損害を賠償すること。 

カ 駐車料金の設定及び利用者サービスのための清涼飲料水自動販売機の設置等に

ついては、事前に本市と協議すること。 

キ その他使用に必要な経費等は全て借受人が負担すること。 

ク その他使用について、物件明細書に記載する使用条件を遵守すること。 

(2) 権利譲渡等の禁止 

本件貸付契約による権利を第三者に譲渡し、又は本件貸付物件を転貸し、若しくは

定められた目的以外の目的に使用しないこと 

(3) 契約の解除及び変更 

本市が契約物件を公用若しくは公共用に供するため必要とするとき、又は契約の条

件に違反する行為があると認めるときは、契約を解除し、又は変更することがある。

また、本市の承認を得ずに用途を変更することはできない。 

(4) 貸付契約の保証 

借受人は貸付契約を締結する際に次のいずれかの方法により貸付契約に係る保証

をすること。ただし、本市が特にその必要がないと認めるときは、この限りではない。 

ア 令和 6 年において、貸付料（年額）以上の所得を有し、又は固定資産税課税台帳

に登録された令和 7年度の固定資産評価額が貸付料（年額）以上の不動産を所有し

ている者を連帯保証人にたてること。 

イ 貸付料の 3 か月分に相当する額を契約保証金として納付すること。 

ウ 借受人が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約（保証額は、

貸付料の 3か月分に相当する額）を締結すること。 

エ 貸付契約を締結する際に貸付期間全ての貸付料を一括納付すること。 

(5) 人権尊重努力義務 
借受人は、人権文化（全ての人々が、不当な差別及び排除、暴力等による人権侵害

を受けず、及び日常生活の中で互いの人権を尊重することを考えて行動することが自

然である状態をいいます。）が社会に浸透することを目指す「尼崎市人権文化いきづく

まちづくり条例」に定める事業者や市民等の責務を遵守し、事業者にあっては「責任

あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和 4 年 9 月 13
日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）

を踏まえて、人権尊重に取り組むよう努めること。 
 

７ 入札参加申込み等 

(1) 申込方法 

下記に掲げる書類を持参又は郵送により提出すること。郵送する場合は、書留等の

発送・配達した事実が証明できる方法によること。 
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(2) 提出書類（各１部） 

ア 入札参加申込書（第１号様式） 

イ 印鑑証明書 

ウ 本件入札の入札参加申込みを行う日の属する事業年度の前事業年度決算におけ

る貸借対照表 

エ 国税に滞納がないことを証する書面（納税証明書その３の３ 「法人税」及び「消

費税及び地方消費税」について未納税額のない証明用） 

オ 尼崎市税に未納の税額がないことを証する書面又は市税納付状況確認同意書（尼

崎市から尼崎市税に係る課税処分を受けていない法人にあっては、市税納付状況確

認同意書に限る。） 

カ 商業登記規則第３０条第１項第２号に掲げる事項の全部に係る履歴事項証明書 

キ 法人の概要を説明する書類（会社案内のパンフレット等） 

ク 使用計画書（任意様式。必ず、計画図面（工作物等を含む。）を添付すること。） 

※ 各証明書は、発行後３か月以内の原本に限る。 

(3) 期間 

令和８年１月５日（月）から令和８年１月２３日（金）まで（日曜日、土曜日及び

祝日（以下「日曜日等」という。）を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

郵送する場合は、受付期間の最終日の午後５時までに市役所本庁舎に配達されるこ

とを条件とする。 

(4) 場所 

下記「１３ 事務局」に掲げる場所 

(5) 資格要件、使用計画の審査 

入札参加申込みの受付後、提出書類により資格要件及び使用計画内容について審査

し、その結果を入札参加申込者へ電子メール又は郵送にて通知する。 

(6) 申込みに当たっての注意点 

事前に物件の現況や開発行為に係る規制等を十分調査・確認した上で申込みをする

こと。 

 

８ 質疑書の提出 

(1) 提出方法 

質疑事項を所定の質疑書に記載し、持参、送付又は電子メールで提出すること。 

(2) 質疑書に対する回答 

適宜、本市のホームページで公開する。 

(3) 期間 

令和８年１月５日（月）から令和８年１月１６日（金）まで（日曜日等を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

郵送する場合は、受付期間の最終日の午後５時までに市役所本庁舎に配達されるこ
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とを条件とする。 

(4) 場所 

下記「１３ 事務局」に掲げる場所 

９  入札及び開札 

本件入札は、入札書を指定する期間に郵送又は持参にて受け付ける方法にて実施する。 

(1) 入札書の提出手続 

ア 本市が指定する様式が印字された洋長３封筒（以下「入札書封入用封筒」という。）

に入札書を封入し、郵送による提出を行う場合にあってはそれを別の外封筒（任意）

に封入し、郵送又は持参すること。 

※様式については、本市のホームページからダウンロードすること。 

イ 入札書封入用封筒は、入札書に押印した印影と同一の印影にて、封印すること。 

ウ 外封筒には「入札書在中」と朱書きすること。 

エ 郵送は、書留等の発送・配達した事実を証明できる方法によること。 

(2) 入札書の受付期間 

令和８年２月９日（月）から令和８年２月１６日（月）まで（日曜日等を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

郵送する場合は、受付期間の最終日の午後５時までに市役所本庁舎に配達されるこ

とを条件とする。 

(3) 入札保証金 

  免除する。 

(4) 入札金額 

金額は、年額の貸付料を記入すること。 

(5) 入札書の差し替え等の禁止 

一度受付をした入札書は、差し替え・返還等には応じない。 

(6) 開札日時・場所 

令和８年２月１７日（火）午前１０時 

尼崎市東七松町１丁目２３番１号 

尼崎市役所中８－３会議室（尼崎市役所本庁舎中館８階） 

入札者が立ち会わない場合は、本件入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせる。 

(7) 入札書の無効 

次のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 

ア 入札参加資格のない者がしたもの 

イ 委任状を提出せずに代理人がしたもの 

ウ 指定した期間内に提出されなかったもの 

エ 所定の入札書及び入札書封入用封筒によらないもの 

オ 入札金額が最低貸付料（年額）未満の額のもの 

カ 入札者又はその代理人の記名押印がないもの 

キ 申込書の申込者印と異なる印鑑を押印したもの 
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ク 代理人が入札する場合において、委任状の代理人使用印と異なる印鑑を押印した

もの 

ケ 入札者又はその代理人が１人で本件入札について 2 通以上の入札をした場合、そ

の全部のもの 

コ 入札者及びその代理人が本件入札についてそれぞれ入札した場合、その双方のも

の 

サ 入札金額、入札者の氏名その他主要部分が識別し難いもの 

シ 入札金額が訂正されたもの 

ス 談合その他不正の行為があったと認められるもの 

セ その他本件入札に関し、不正な行為を行った者がしたもの 

ソ 入札金額のすべてにアラビア数字が用いられていないもの 

タ 入札金額の直前に円記号が記載されていないもの 

チ その他本件入札に関する条件に違反したもの 

(8) 落札者の決定 

落札者の決定は、本市が設定する最低貸付料（年額）以上でかつ、最高金額をもっ

て有効な入札をした者とする。 

ただし、当該者が 2 人以上あるときは、開札後直ちに行うくじ引きにより落札者を

決定する。 

当該者のうち、くじを引かない者がある場合は、本市が指定した者（本件入札事務

に関係のない職員）が入札者にかわってくじを引き、落札者を決定する。その場合、

くじの結果について異議を申し立てることはできない。また、くじ引きを辞退するこ

とはできない。 

落札者の決定後、入札参加資格なく入札していたことが判明した場合その他当該落

札者の入札が無効であったことが判明したときは、次点者を落札者とする。その場合

の貸付料は、次点者が入札した金額とする。 

落札者に決定したにもかかわらず貸付契約の締結を辞退した者については、それに

より本市に生じた損害について賠償請求する場合がある。 

(9) 入札結果の公表 

入札結果については、下記「１３事務局」に掲げる場所において閲覧できる。 

また、入札者数、落札者名及び決定金額については本市ホームページにて公表する。 

(10) 入札の中止 

不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理

由があるときは、入札を中止し、又は各期日を延期することがある。 

 

１０ 貸付契約の手続 

落札者は、公有財産貸付申請書（本市指定様式）を速やかに提出すること。なお、

貸付契約は入札参加申込書に記載された名義で行う。 
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１１ 落札者の決定の取消し 

次の場合は落札者の決定を取り消すこととする。 

(1) 正当な理由なくして、別途指定する期日までに契約の手続に応じなかった場合 

(2) 落札者が契約締結時までに入札参加資格を失った場合 

 

１２ その他 

(1) 貸付契約の手続に関する一切の費用については落札者の負担とする。 

(2) 本要領及び賃貸借契約書に定めのない事項は、地方自治法、同施行令、尼崎市契約

規則、尼崎市公有財産規則等の関連諸法令の定めるところにより処理する。 

(3) 提出された書類は返却しない。 

 

１３ 事務局（提出先及び問合せ先） 

   尼崎市役所 資産統括局 財務部 公有財産課 

   〒660－8501 

   住所：尼崎市東七松町 1丁目 23 番 1号（本庁舎北館 4階） 

   電話：06－6489－6230 

   メール：ama-kanzai@city.amagasaki.hyogo.jp 

     担当：飯田、中井 

 

mailto:ama-kanzai@city.amagasaki.hyogo.jp


手続スケジュール 

項目 日時 実施要領該当箇所 

入札参加申込期間 
令和８年１月５日（月）から 

１月２３日（金）まで 

Ｐ３～Ｐ４ 

「７ 入札参加申込み等」 

質疑書受付期間 
令和８年１月５日（月）から 

    １月１６日（金）まで 

Ｐ４～Ｐ５ 

「８ 質疑書の提出」 

入札書受付期間 
令和８年２月９日（月）から 

    ２月１６日（月）まで 

Ｐ５～Ｐ６ 

「９ 入札及び開札」 

開札日時 
令和８年２月１７日（火） 

午前１０時 

Ｐ５～Ｐ６ 

「９ 入札及び開札」 

賃貸借契約の手続 
令和８年２月１７日（火）以降順

次 
 

賃貸借の開始 令和８年４月１日（水）  



物件個別明細書 武庫川町１丁目駐車場 

 

【担当：河港課０６-６４８９-６４９８（池内）】 

 

所在地 面積(㎡) 使用用途の指定 貸付期間 最低貸付料額(税込) 

尼崎市武庫川町 

1丁目42番の一

部 

1,238.76 
時間貸し 

平面路外駐車場 

令和 8年 4月 1

日から令和 13年

3 月 31 日まで 

年額 4,356,000 円 

 

使用条件 

(1) 現状有姿のままの取引とします。 

現借受事業者が契約終了後に撤去する機器等については、別表のとおりです。 

機器等の引継ぎについては、事業者間で協議の上速やかに実施してください。 

(2) 駐車料金は借受事業者において原則、自由設定としますが、事前に市へ報告し承諾

を得てください。 

(3) 年に 1 回駐車台数等、運営状況の報告をしてください。報告時期については別途協議

します。 

(4) 自動販売機の設置については、事前に河港課と協議してください。 

(5) 敷地内下に下水施設及び道路排水施設があるため、点検・維持管理や陥没等に伴う 

掘削工事を行う場合があります。その際には工事範囲が一時的に使用不可となり、借

受事業者は当該工事についての本市の指示に従い、速やかに対応してください。 

なお、借受事業者は当該事由により損害を被ったとしても、本市は一切の責任を負

わないものとします。 

（参考）これまでの駐車場利用実績（３９台収容） 

暦年 利用実績 

令和４年 １６，３９６台 

令和５年 １７，３８２台 

令和６年 １９，１６８台 

令和７年（８月まで） １３，７５２台 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

撤去機器等一覧 

 機器等名 数量 

1 集中精算機  ２台 

2 満空表示付き内照式看板 ２台 

3 料金等案内看板 ２台 

4 歩行者通行注意看板 １枚 

5 照明用ポール ２本 

6 ＬＥＤ照明 ４台 

7 一次電源(引込柱・分電盤) ２式 

8 防水コンセント ２個 

9 Ｉバリカー １本 

10 ロック板 ３９台 

11 車止め ３９本 

12 自動販売機 ２台 
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（位置図）  
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土 地 賃 貸 借 契 約 書（案） 

令和○年○〇月○○日    

 

（甲）尼崎市東七松町１丁目２３番１号 

尼崎市 

代表者 尼崎市長 松 本  眞  ㊞ 

（乙）○○市○○町○丁目○番○号 

○○○○ 

      ○ ○  ○ ○  ㊞ 

 

 駐車場用地一時貸付賃貸借について、尼崎市（以下「甲」という。）と○○○○（以

下「乙」という。）との間に次のとおり契約を締結する。 

（主記） 

第１条 甲は、その所有する次に掲げる土地（以下｢本件土地｣という。）を乙に貸し付

け、乙は、これを借り受けるものとする。 

 本件土地の表示 

  所在地番  尼崎市武庫川町１丁目４２番の一部 

  地  目  井溝 

  全体面積  １，９５０．００㎡ 

貸付面積  １，２３８．７６㎡ 

（賃貸借期間） 

第２条 本件土地の賃貸借期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までと

する。 

（使用用途） 

第３条 乙は、本件土地を専ら時間貸しの平面路外駐車場用地に供するものとする。 

２ 乙は、前項に定める指定用途に供した後、前条に定める賃貸借期間内にその用途を

変更又は廃止してはならない。ただし、事前に書面により甲に申し出て、甲から書面

による承認を得たときは、この限りでない。 

（駐車料金） 

第４条 乙は、駐車場事業を行うに当たり、利用者から徴収する駐車料金の額を決定し、

又は変更する場合は、あらかじめ甲と協議しなければならない。 

（貸付料） 

第５条 乙は、本件土地の年額の貸付料として、金○○○，○○○円（うち消費税額等

○，○○○円）を甲に支払う。ただし、１年に満たない場合における貸付料の額は、

日割計算とし、年額の貸付料を３６５日で除して得た額に日割対象期間の日数を乗じ

て得た額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。 

２ 甲又は乙は、前項の規定にかかわらず、本件土地周辺の土地の価格の変動、その

他経済情勢の著しい変動等により貸付料が不相当となったときは、貸付料の改定を請

求することができる。 
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（貸付料の納付方法及び納付期限等） 

第６条 乙は、前条に定める貸付料を、毎年度次に定めるとおり、甲が発行する納付書

により甲が指定するところに納付しなければならない。ただし、納付期限の当日が日

曜日等金融機関の休業日に当たるときは、その直前の金融機関の営業日とする。 

期別 貸付料 納付期限 

1 期分 ○○○，○○○円 各年度の 5 月末日 

2 期分 ○○○，○○○円 各年度の 8 月末日 

3 期分 ○○○，○○○円 各年度の 11 月末日 

4 期分 ○○○，○○○円 各年度の 2 月末日 

２ 乙は、前項に定める納付期限までに納付すべき貸付料を納付しなかったときは、そ

の納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、その納付すべき貸付料に年利率

１４．６パーセントの割合を乗じて計算した金額（その額に１００円未満の端数があ

るとき、又はその全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額

を切り捨てる。）を遅延損害金として、甲が発行する納付書により甲が指定するとこ

ろに、甲が発送してから３０日以内に納付しなければならない。 

３ 前項に定める遅延損害金の額の計算に係る年当たりの割合は、閏（じゅん）年の日

を含む期間においても３６５日当たりの割合とする。 

（保証金） 

第７条 乙は、甲に対し、この契約上生じる乙の甲に対する債務履行を担保するため、

保証金として金○○○，○○○円（貸付料の○か月分相当）を、甲が発行する納付書

により甲が指定する期日までに納付しなければならない。 

２ 甲は、前項に定める保証金の額が、貸付料の増額改定等により担保不足になったと

きは、乙に対し、保証金の額の増額改定を請求することができる。 

３ 甲は、第２３条の規定により乙から本件土地の返還を受けた後、乙に第１項に定め

る保証金を返還するものとする。ただし、乙において貸付料の未払その他の債務不履

行（以下「債務不履行」という。）があるときは、甲は、保証金から債務不履行によ

る損害賠償金（前条第２項に規定する遅延損害金を含む。）の額を控除することがで

きる。 

４ 甲は、前項に定める債務不履行の額が第１項に定める保証金の額を超えるときは、

乙に対して、その超える金額を請求することができる。 

５ 乙は、第１項に定める保証金をもって、貸付料その他のこの契約に基づく債務の弁

済に充当することを主張することはできない。 

６ 第１項に定める保証金には利息を付さない。 

７ 乙は、第１項に定める保証金に関する権利について、第三者への譲渡又は質権等の

権利設定をしてはならない。 

（本件土地の引き渡し） 

第８条 甲は、令和○年○月○日までに、乙に本件土地を引き渡すものとする。 

（担保責任） 

第９条 乙は、この契約の他の条項にかかわらず、引き渡された本件土地に関して契約

の内容に適合しないことを理由として、甲に対し、履行の追完の請求、代金の減額請
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求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできないものとする。 

（権利譲渡等の禁止） 

第１０条 乙は、本件土地に関する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

ただし、事前に書面により甲に申し出て、甲から書面による承認を得たときは、この

限りでない。 

（本件土地上の乙の権利） 

第１１条 この契約に定めるもののほか、乙は、本件土地上に借地権、地上権、営業権

等、名義の如何を問わず一切の権利を有しない。 

（承認事項） 

第１２条 乙は、次のいずれかの行為をしようとするときは、事前にその旨を書面によ

り甲に申し出て、甲から書面による承認を得なければならない。 

(1) 本件土地の現状変更 

(2) 工作物の設置又は増設若しくは改設 

(3) 乙が所有する工作物の第三者への譲渡又は第三者に対する権利の設定 

(4) 乙が所有する工作物の第三者への貸付 

（届出事項） 

第１３条 乙は、次のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を甲に届け出なければ

ならない。 

(1) 住所若しくは主たる事務所の所在地又は氏名若しくは名称の変更をしたとき。 

(2) 解散、合併その他の変動があったとき。 

（法令の遵守） 

第１４条 乙は、関係法令（尼崎市の条例等を含む。）を遵守しなければならない。 

（公害等の防止） 

第１５条 乙は、電波障害、騒音、風害、日照阻害等について、自らの責任において必

要な措置を講じなければならない。 

（近隣住民等との協議等） 

第１６条 乙は、必要に応じて近隣住民との協議、調整等を自らの責任で行うとともに、

十分な注意をもって本件土地を管理し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよ

うに留意しなければならない。 

（管理義務） 

第１７条 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって、本件土地を管理しなければなら

ない。 

２ 乙は、駐車場事業に係る全ての事項について責めに任ずるものとし、甲は、一切の

責めを負わないものとする。 

３ 乙は、甲が駐車場事業の実施に伴い必要な事項として乙に通知した事項及び別に定

める使用条件の内容を遵守しなければならない。 

４ 乙は、駐車場事業の実施に当たっては、近隣の調和のとれた運営を行うとともに、

近隣住民の迷惑とならないよう、十分に配慮しなければならない。 

（第三者に損害を及ぼした場合の措置） 

第１８条 乙は、駐車場事業の実施により第三者に損害を及ぼすおそれがある場合にお



4 
 

いては、乙の責任において損害の発生を防止し、第三者に損害を及ぼしたときは、乙

の負担において賠償しなければならない。 

（報告等の義務） 

第１９条 乙は、甲の求めに応じ、本件土地の使用状況及び乙の財務状況について、必

要な報告若しくは資料の提供をし、又は随時実地に立入調査を行わせなければならな

い。 

２ 乙は、正当な理由なくして、前項の報告若しくは資料の提出を怠り、若しくは拒み、

又は甲の立入調査を拒み、若しくは妨げてはならない。 

（使用上の経費の負担） 

第２０条 乙は、本件土地の維持管理に要する費用その他本件土地の使用に関し要する

費用一切を負担するものとする。 

（契約の解除） 

第２１条 甲は、次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて乙に催告したう

えで、この契約を解除することができる。 

(1) 甲が、本件土地を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。 

(2) 乙が、書面による甲の承認を得ないで、第３条第１項に定める指定用途以外に

本件土地を使用したとき又はその恐れがあると甲が認めたとき。 

(3) 乙が、破産、民事再生の申立て又は解散等があり、かつ、これによりこの契約

に規定する義務を乙が履行することができないと認められるとき。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、乙がこの契約に規定する義務を履行せず、この契

約を継続し難い重大な背信行為があったとき。 

２ 前項の規定により甲がこの契約を解除した場合において、乙又は第三者に損害が生

じても、甲はその責任を負わないものとする。 

（乙の解約権） 

第２２条 乙は、甲に対して貸付料の３か月に相当する額を支払い、又は３か月前に書

面により申し出ることにより、第２条に定める賃貸借期間内であってもこの契約を解

約することができる。 

（土地の返還） 

第２３条 乙は、次の各号に定める日までに、本件土地を自己負担のもと原状に回復し、

甲に返還しなければならない。ただし、甲が本件土地を原状に回復することが適当で

ないと認めるときは、この限りではない。 

(1) 第２条に定める賃貸借期間を満了する日 

(2) 甲が第２１条第１項の規定によりこの契約を解除したときは、甲が指定する日 

(3) 乙が前条の規定によりこの契約を解約したときは、甲が指定する日 

２ 乙は、前項の場合において、その実施する土地の返還に係る工事完了の検査に甲を

立ち会わさなければならない。 

（損害賠償） 

第２４条 乙は、この契約に違反し、甲に損害を与えたときは、直ちにその損害を甲に

賠償しなければならない。 

（有益費等の請求権の放棄） 
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第２５条 乙は、第２条に定める賃貸借期間を満了した場合、第２１条第１項の規定に

よりこの契約が解除された場合又は第２２条の規定によりこの契約を解約した場合

において、その賃貸借期間中に自ら本件土地に投じた有益費等があっても、これらの

償還又は買取を一切甲に請求しないものとする。 

（金銭債権の相殺） 

第２６条 乙が甲に対して金銭債権を有する場合において、甲が乙に対して金銭債権を

有するときは、甲は、これらの金銭債権について相殺することができる。 

２ 前項の場合において、乙が甲に対して有する金銭債権の総額が、甲が乙に対して有

する金銭債権の総額に満たないときは、同項の規定による相殺の充当の順序は、甲が

指定する。 

３ 前項の場合において、甲が第１項の規定による相殺の意思表示をしたときは、乙は、

速やかに、その相殺後の残額を甲に支払わなければならない。 

（費用の負担） 

第２７条 この契約書に貼付する収入印紙に要する費用は乙の負担とする。 

（容認事項） 

第２８条 乙は、別記「容認事項」を確認及び承諾のうえ、本件土地を借り受けるもの

とし、容認事項について甲に対し、是正措置、貸付料の減額若しくは損害賠償の請求

又は契約の解除をすることはできないものとする。 

（特約の適用） 

第２９条 甲及び乙は、この契約に別紙「暴力団排除に関する特約」の適用があること

に同意する。 

（人権尊重努力義務） 

第３０条 乙は、尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例（令和２年尼崎市条例第３号）

に定める事業者や市民等の責務を遵守し、事業者にあっては「責任あるサプライチェ

ーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月１３日ビジネスと人

権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて、

人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 

（管轄裁判所） 

第３１条 この契約に関する紛争については、本件土地の所在地を管轄する裁判所を第

１審の管轄裁判所とする。 

（定めのない事項等の処理） 

第３２条 この契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、法令（尼崎市

の条例等を含む。）の定めるところによるもののほか、甲、乙双方協議のうえ、これ

を処理するものとする。 

（信義誠実の義務） 

第３３条 甲及び乙は、信義に従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 

 上記の契約の成立を証するため、この契約書２通を作成し、甲及び乙の記名押印のう

え、各自１通を所持する。 

以 上   
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（別記） 

容認事項 

１ 本件土地の地中には尼崎市公共下水道管渠が埋設されており（敷地の東西方向の中

央部分を南北方向に縦断している。）また、地上部分には当該下水道に係るマンホー

ル及び桝が設置されています。そのため本件土地の使用に当たっては仮設を含め建物

設置及び当該下水道施設に支障となる工作物の設置を認めません。 

２ 借受人は、敷地の整備工事、使用に当たって事前に公営企業局上下水道部下水道建

設課と協議を行ってください。 

３ 借受人は、当該下水道施設の維持管理等のため市職員等が本件土地に常時出入可能

な状態にしてください。 

４ 市は、当該下水道施設の工事等のため必要なときは、貸付地に対し、部分的又は一

時的に使用制限をかける場合があります。この場合、市は原則、使用制限の程度に応

じて貸付料の調整を検討しますが、損失補償はしません。 

５ 契約終了後には原状復旧（街渠の設置）を行うことを原則とします。その方法につ

いては所管課との協議の上決定します。 

６ 本件土地は、２区画で構成されています。１区画のみの貸付は認めません。 

７ 本件土地は、土壌汚染状況調査、地下埋設物調査及び地盤調査は行っていません。

借受人が土地利用に当たって土壌汚染、地下埋設物等を発見した場合は、借受人の責任

と負担の下で必要な措置を講じてください。なお、甲の責任は第９条のとおりとします。 
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（別紙） 

暴力団排除に関する特約 

（趣旨） 

１ 甲及び乙は、この契約を締結するに当たり、尼崎市暴力団排除条例（平成２５年尼崎市条例

第１３号。以下「条例」という。）第７条及び尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関

する要綱（平成２５年７月実施。以下「要綱」という。）の規定に基づき、暴力団を利するこ

ととならないよう必要な措置を講じることとし、以下の各項のとおり合意する。 

（契約からの暴力団等の排除） 

２ 乙は、この契約の履行に伴い、暴力団（条例第２条第４号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）、暴力団員（同条第５号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）及び暴力団密接関係者

（同条第７号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。）（以下これらを「暴力団等」と

いう。）から契約の履行の妨害その他不当な手段による要求を受けたときには、甲に報告し、

所轄の警察署長（以下「警察署長」という。）に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければ

ならない。 

（役員等に関する情報提供） 

３ 甲は、乙が暴力団等に該当しないことを確認するため、乙に対して、その役員等（要綱第２

条第２号に規定する役員等をいう。以下同じ。）の名簿その他の必要な情報の提供を求めるこ

とができる。 

４ 甲は、乙から提供された情報を警察署長に提供することができる。 

５ 甲は、乙が暴力団等に該当するか否かについて、警察署長の意見を聴くことができる。 

（警察署長から得た情報の利用） 

６ 甲は、警察署長から得た情報を他の業務において第１項の趣旨に従い暴力団等を排除する

ために利用し、又は他の実施機関（本市の議会、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委

員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長並びに地

方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第３項の規定に基づき本市の公の施設の

管理を行わせる指定管理者をいう。）に提供することができる。 

（甲の解除権） 

７ 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合におい

ては、この契約書（甲の解除権、解除に伴う措置等）の規定を準用する。 

(1) 乙が暴力団等であることが判明したとき。 

(2)  前号に掲げるもののほか、乙が正当な理由なくこの契約の条項に違反し、その違反によ

り暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。 

（解除に伴う措置） 

８ 前項の規定による解除に伴い、乙その他関係者に損害が生じた場合であっても、乙は甲に対

してその損害を請求することはできない。 

９ 乙がこの契約（暴力団排除に関する部分に限る。）の条項に違反したときには、契約の解除、

損害賠償請求その他の甲が行う一切の措置について異議を述べることができない。 

（乙からの協力要請） 

１０ 乙は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、甲及び

警察署長に協力を求めることができる。                 （以 上）  



 

 

 

 

【担当：ボートレース施設課０６－６４１９－３１８１（谷口）】 

 

 所在地 面積（㎡） 指定用途 
貸付 

期間 

最低貸付料額 

（税込） 

西駐車場 
尼崎市水明町１９９

番１の一部 

2,300 
時 間貸し等の平 面

路外駐車場 
５年 年額5,500,000円 

南駐車場 3,092 

 

 貸付期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

使用条件 

(1) 現状有姿のままの取引とします。 

現借受事業者が契約終了後に撤去する機器等については、別表１のとおりです。また、本市の所有する

機器については別紙２のとおりです。 

機器等の引継ぎについては、事業者間で協議の上速やかに実施してください。 

(2) 営業は年中無休の２４時間営業とし、駐車料金の精算は、全自動料金精算機により行ってください。 

(3) 尼崎市モーターボート競走場のレース開催日は年間で１８６日です。これ以外に他場のレース販売のみ

の開場も年数日ある年度があります。 

(4) 西駐車料金の駐車料金は、平日のレース開催日及び土日祝の場外のみの開催日の午前８時から午後６

時までは、１回の利用につき１，３００円、土日祝のレース開催日は１，５００円で設定してください。これ以

外の駐車料金は借受事業者において原則、自由設定としますが、事前に市へ報告し承諾を得てください 

(5) 料金等の看板の設置場所は定めておりませんので、本市と調整の上行ってください。 

(6) 本市が認めた車両については、駐車料金の免除を行いますので、駐車場無料券（月１００枚程度）を、さら

に南駐車場においては、外向発売所（センプルピア）等の運営に伴う車両の入出庫のため、パスカード（３

枚）を無償提供してください。 

(7) 駐車場利用者のトラブル等発生時には、借受事業者（グループ会社を含む）と駐車場利用者が２４時間直

接連絡できるようにしてください。また、遠隔操作によるゲート開放ができ、スムーズな入出庫ができるよう

にしてください。 

(8) 西駐車場は人家と隣接しています。車両のライト及び排気ガス等に関して苦情があった場合は対策を講

じてください。 

(9) 西駐車場に関して既に開発指導課と協議済みであり、「尼崎市の環境を守る条例」は適用外となります。

駐車場法に基づく路外駐車場設置及び届出に関して本市より必要資料を提供します。 

(10) 各駐車場における植栽の維持管理は本市にて行います。 

(11) 競走場内には子供の遊び場としてモービイ尼崎を営業しています。年間２５０日程度（１日の最大利用台

数：２６台程度）の営業であり、当該施設を利用した場合、ボートレース開催日のみ（曜日関係なく）、１台

物件個別明細書 尼崎市ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ競走場駐車場 



 

あたり８００円の割引を行っていますので割引券の提供をお願いします。 

(12) 年に1回駐車台数等、運営状況の報告をしてください。報告時期については別途協議します。 

 
（参考） 

〇駐車場収容台数及び利用台数 

 西駐車場 

（収容台数８４台） 

   南駐車場 

 （収容台数１００台） 

令和４年度 １１，１２４台   ３３，１２１台 

令和５年度 １５，２３６台   ３５，７６８台 

令和６年度 １７，１７３台   ３７，０５７台 

 

  〇尼崎市モーターボート競走場入場者数 

 
年間入場者数 

   １日あたり 

 （開催日１８６日） 

令和４年度 ４０１，９９２人     ２，１６１人 

令和５年度 ４２３，１７９人     ２，２７５人 

令和６年度 ４００，９３１人     ２，１５５人 

 

 

 

別表１ 

南駐車場機器等撤去内訳 

 機器等名 数量 

1 駐車券発行機 １台 

2 全自動料金精算機（プロテクタ含む） １台 

3 カーゲート ２台 

4 バーキャッチャー ２台 

5 Ｐ看板 １台 

6 出庫注意灯 １台 

7 案内看板 １台 

8 利用約款看板 ２台 

9 注意事項看板 ２台 

10 身障者看板 １台 

11 場内ＬＥＤ照明 １２台 



 

12 場内ＬＥＤ照明用ポール ９本 

13 Ｕ字バリカー１ｍ ２本 

14 Ｕ字バリカー２ｍ ４本 

15 Ｉ字バリカー ３本 

16 テント ２台 

1７ スチール車止め ２５本 

18 一次側受電設備（ポール／盤） １台 

19 警備設備（カメラ） １台 

20 アスファルト １式 

   

 

 

                 西駐車場機器等撤去内訳 

 機器等名 数量 

1 駐車券発行機 １台 

2 全自動料金精算機（プロテクタ含む） １台 

3 カーゲート ２台 

4 バーキャッチャー ２台 

5 Ｐ看板（出庫注意灯付） １台 

6 案内看板（イベント表示板含む）両面表示 １台 

7 利用規約看板 ２台 

8 付出看板 １台 

9 アイランド １式 

10 場内中継照明用ポール １本 

11 Ｉ字バリカー ５本 

12 ポストコーン ３本 

13 Ｉ字バリカー ５本 

14 一次側受電設備（盤） １台 

15 警備設備（カメラ） １式 

 

 

 



 

 別表２ 

         南駐車場本市所有機器内訳（駐車場東奥より３４台分（約 1,000 ㎡） 

 機器等名 数量 

1 場内ＬＥＤ照明 ５台 

2 場内ＬＥＤ照明用ポール ５台 

3 車止め ７２本 

4 歩道ポール １１本 

5 身体障害者標識 ４本 

6 アスファルト（約１，０００㎡） １式 

7 フェンス １式 

 

             西駐車場本市所有機器内訳 

 機器等名 数量 

1 場内ＬＥＤ照明（９０ｗ×２） ５台 

2 場内ＬＥＤ照明（９０ｗ） ６台 

3 場内ＬＥＤ照明（１７ｗ） ６台 

4 場内ＬＥＤ照明用ポール ５台 

5 
供給用電源用電力ケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ２２ｍ ㎡） 

 （供給電源１Φ３ｗ １００／２００ｖ・ＮＦＢ１００.／７５Ａ） 
１式 

6 車止め １６８本 

7 アスファルト 駐車場範囲全面 

 









    

駐車場用地一時貸付賃貸借契約書（案） 

令和○年○月○日   

 

（甲）尼崎市東七松町２丁目４番１６号       

尼崎市                   

代表者 尼崎市公営企業管理者 

中 川  照 文  ㊞  

（乙）○○市○○町○丁目○番○号         

○○○○                  

代表者      ○ ○  ○ ○  ㊞  

 

 駐車場用地一時貸付賃貸借について、尼崎市（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）と

の間に次のとおり契約を締結する。 

（主記） 

第１条 甲は、その所有する次に掲げる土地（以下｢本件土地｣という。）を尼崎競艇場来場者用平面駐車場

及び時間貸し等の平面路外駐車場用地として乙に貸し付け、乙は、これを借り受けるものとする。 

 本件土地の表示 

(1) 尼崎競艇場西駐車場 

所在地目・地番  雑種地・尼崎市水明町１９９番１の一部 

全 体 面 積  １００，４０８．７７㎡ 

貸 付 面 積    ２，３００．００㎡ 

(2) 尼崎競艇場南駐車場 

所在地目・地番  雑種地・尼崎市水明町１９９番１の一部 

全 体 面 積  １００，４０８．７７㎡ 

貸 付 面 積    ３，０９２．００㎡ 

（賃貸借期間） 

第２条 本件土地の賃貸借期間は以下の通りとする。 

尼崎競艇場西駐車場 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

尼崎競艇場南駐車場 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

２ 甲は、乙に対し、本件土地を前条に規定する用途に供することに伴い運営する事業（以下「駐車場事業」

という。）に必要となる駐車場用機器その他の設備を設置するため、本件土地において相当の期間工事を

行うことを認めるものとする。 

なお、尼崎競艇場西駐車場については、第１項の貸付期間以前に本件土地において相当の期間工事を行

うことを認めるものとする。 

（営業開始の確認） 

第３条 乙は、前条第２項の工事が完了したときは、遅延なく甲の立会いのもと、工事完了の報告を行い、

報告完了後、駐車場事業を開始するものとする。 

（指定用途） 

第４条 乙は、本件土地を第１条に規定する用途に供し、適正な駐車場事業を行わなければならない。 

（駐車料金） 



    

第５条 乙は、駐車場事業を行うに当たり、利用者から徴収する駐車料金の額を決定し、又は変更する場合

は、あらかじめ甲と協議しなければならない。 

（貸付料） 

第６条 乙は、本件土地の年額の貸付料として、金○○○，○○○円（うち消費税額等○，○○○円）を甲

に支払う。ただし、１年に満たない場合は、年額の日割計算とし、１年を３６５日で除して得た額を面積

按分し、日割対象期間の日数を乗じて得た額とする。（円未満切り捨て。） 

（貸付料の納付方法及び納付期限等） 

第７条 乙は、前条に定める貸付料を、次に定めるとおり、甲が発行する納付書により甲が指定するところ

に納付しなければならない。ただし、納付期限の当日が日曜日等金融機関の休業日に当たるときは、その

直前の金融機関の営業日とする。 

 貸付料 納付期限 

1 期分 ○○○，○○○円 各年度の 5 月末日 

2 期分 ○○○，○○○円 各年度の 8 月末日 

3 期分 ○○○，○○○円 各年度の 11 月末日 

4 期分 ○○○，○○○円 各年度の 2 月末日 

２ 乙は、前項に定める納付期限までに納付すべき貸付料を納付しなかったときは、その納付期限の翌日

から納付した日までの日数に応じ、その納付すべき貸付料に年利率１４．６パーセントの割合を乗じて

計算した金額（その額に１００円未満の端数があるとき、又はその全額が１，０００円未満であるとき

は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。）を遅延損害金として、甲が発行する納付書により甲が指

定するところに、甲が発送してから３０日以内に納付しなければならない。 

３ 前項に規定する遅延損害金の額の計算に係る年当たりの割合は、閏（じゅん）年の日を含む期間におい

ても３６５日当たりの割合とする。 

（担保責任） 

第８条 乙は、本契約の他の条項にかかわらず、引き渡された本件土地に関して契約の内容に適合しない

ことを理由として、甲に対し、履行の追完の請求、代金の減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をす

ることはできないものとする。 

（権利譲渡等の禁止） 

第９条 乙は、本件土地に関する権利を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。 

（本件土地上の乙の権利） 

第１０条 この契約に定めるもののほか、乙は、本件土地上に借地権、地上権、営業権等、名義の如何を問

わず一切の権利を有しない。 

（届出事項） 

第１１条 乙は、次のいずれかに該当とするときは、直ちにその旨を甲に届け出なければならない。 

(1) 住所若しくは主たる事務所の所在地又は氏名若しくは名称の変更をしたとき。 

(2) 解散、合併その他の変動があったとき。 

（法令の遵守） 

第１２条 乙は、関係法令（尼崎市の条例等を含む。）を遵守しなければならない。 

（公害等の防止） 

第１３条 乙は、電波障害、騒音、風害、日照阻害等について、自らの責任において必要な措置を講じなけ

ればならない。 



    

（管理義務） 

第１４条 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって、本件土地を管理しなければならない。 

２ 乙は、駐車場事業に係る全ての事項について責めに任ずるものとし、甲は、一切の責めを負わないもの

とする。 

３ 乙は、甲が駐車場事業の実施に伴い必要な事項として乙に通知した事項及び別に定める使用条件の内

容を遵守しなければならない。 

４ 乙は、駐車場事業の実施に当たっては、近隣の調和のとれた運営を行うとともに、近隣住民の迷惑とな

らないよう、十分に配慮しなければならない。 

（第三者に損害を及ぼした場合の措置） 

第１５条 乙は、駐車場事業の実施により第三者に損害を及ぼすおそれがある場合においては、乙の責任

において損害の発生を防止し、第三者に損害を及ぼしたときは、乙の負担において賠償しなければなら

ない。 

（報告等の義務） 

第１６条 乙は、甲の求めに応じ、本件土地の使用状況及び乙の財務状況について、必要な報告若しくは資

料の提供をし、又は随時実地に立入調査を行わせなければならない。 

２ 乙は、正当な理由なくして、前項の報告若しくは資料の提出を怠り、若しくは拒み、又は甲の立入調査

を拒み、若しくは妨げてはならない。 

（使用上の経費の負担） 
第１７条 乙は、本件土地の維持管理に要する費用その他本件土地の使用に関し要する費用一切を負担す

るものとする。 

（契約の解除） 

第１８条 甲は、次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて乙に催告したうえで、この契約を解

除することができる。 

(1) 甲が、本件土地を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。 

(2) 乙が、賃貸借期間中に、相当期間を経過してもなお本件土地において駐車場事業を行わず、又は駐

車場事業を中止したとき。 

(3) 乙が、破産、民事再生の申立て又は解散等があり、かつ、これによりこの契約に規定する義務を乙

が履行することができないと認められるとき。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、乙がこの契約に規定する義務を履行せず、この契約の目的を達するこ

とができないと認められるとき（第１号を除く。）。 

２ 前項の規定により甲がこの契約を解除した場合において、乙又は第三者に損害が生じても、甲はその

責任を負わないものとする。 

（乙の解約権） 

第１９条 乙は、甲に対して貸付料の３か月に相当する額を支払い、又は３か月前に書面により申し出る

ことにより、第２条第１項に定める賃貸借期間内であってもこの契約を解約することができる。 

（土地の返還） 

第２０条 乙は、次の各号に定める日までに、本件土地を自己負担のもと更地にし、甲に返還しなければな

らない。ただし、甲が本件土地を更地にすることが適当でないと認めるときは、この限りではない。 

(1) 第２条第１項に定める賃貸借期間を満了する日 

(2) 甲が第１８条第１項の規定によりこの契約を解除したときは、甲が指定する日 



    

(3) 乙が前条の規定によりこの契約を解約したときは、甲が指定する日 

２ 乙は、前項の場合において、その実施する土地の返還に係る工事完了の検査に甲を立ち会わさなけれ

ばならない。 

（損害賠償） 

第２１条 乙は、次のいずれかに該当するときは、直ちにその損害を甲に賠償しなければならない。 

(1) 乙が、この契約に違反し、甲に損害を与えたとき。 

(2) 第１８条第３号の定めによりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。 

２ 甲は、第１８条の定めによりこの契約が解除された場合において、乙に生じた損害があってもこれを

一切補償しないものとする。 

（有益費等の請求権の放棄） 

第２２条 乙は、第２条第１項に定める賃貸借期間を満了した場合又はこの契約が解除された場合におい

て、その賃貸借期間中に自ら本件土地に投じた有益費等があっても、これらを一切甲に請求しないもの

とする。 

（金銭債権の相殺） 

第２３条 乙が甲に対して金銭債権を有する場合において、甲が乙に対して金銭債権を有するときは、甲は、こ

れらの金銭債権について相殺することができる。 

２ 前項の場合において、乙が甲に対して有する金銭債権の総額が、甲が乙に対して有する金銭債権の総額に満

たないときは、同項の規定による相殺の充当の順序は、甲が指定する。 
３ 前項の場合において、甲が第１項の規定による相殺の意思表示をしたときは、乙は、速やかに、その相殺後

の残額を甲に支払わなければならない 

（費用の負担） 

第２４条 この契約書に添付する収入印紙に要する費用は乙の負担とする。 

（容認事項） 

第２５条 乙は、別記「容認事項」を確認及び承諾のうえ、本件土地を借り受けるものとし、容認事項につ

いて甲に対し、是正措置、貸付料の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできない

ものとする。 

（特約の適用） 

第２６条 甲及び乙は、この契約に別紙「暴力団排除に関する特約」の適用があることに同意する。 

（人権尊重努力義務） 

第２７条 乙は、尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例（令和２年尼崎市条例第３号）に定める事業者や

市民等の責務を遵守し、事業者にあっては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガ

イドライン」（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・

連絡会議決定）を踏まえて、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 

（管轄裁判所） 

第２８条 この契約に関する紛争については、本件土地の所在地を管轄する裁判所を第１審の管轄裁判所

とする。 

（定めのない事項等の処理） 

第２９条 この契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、法令（尼崎市の条例等を含む。）

の定めるところによるもののほか、甲、乙双方協議のうえ、これを処理するものとする。 

（信義誠実の義務） 



    

第３０条 甲及び乙は、信義に従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 

 上記の契約の成立を証するため、この契約書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自１通を所持する。 

以 上  

  



    

（別記） 

容認事項 

１ この契約の貸付面積は、一つの筆の全て、又は一部を測量したものによる。ただし、今後あらためて分

筆に伴い地積測量を実施した場合、その測量結果に則り貸付面積の数値の変更は行うが、貸付料は変更

しないものとする。 

２ 本件土地の土壌汚染状況調査、地下埋設物調査及び地盤調査は行っていない。この契約締結後に土壌

汚染、地下埋設物等が発見された場合、乙の責任と負担のもとで必要な措置を講じるものとし、甲の責任

は第８条のとおりとする。 

  



    

暴力団排除に関する特約 
（趣旨） 
１ 甲及び乙は、尼崎市暴力団排除条例（平成２５年尼崎市条例第１３号。以下「条例」という。）第７条

及び尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱（平成２５年７月実施。以下「要綱」とい

う。）の規定に基づき、暴力団を利することとならないよう必要な措置を講じることとし、以下の各項の

とおり合意する。 
（契約からの暴力団等の排除） 
２ 乙は、この契約の履行に伴い、暴力団（条例第２条第４号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力

団員（同条第５号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）及び暴力団密接関係者（同条第７号に規定す

る暴力団密接関係者をいう。以下同じ。）（以下これらを「暴力団等」という。）から契約の履行の妨害そ

の他不当な手段による要求を受けたときには、甲に報告し、所轄の警察署長（以下「警察署長」という。）

に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。 
（役員等に関する情報提供） 
３ 甲は、乙が暴力団等に該当しないことを確認するため、乙に対して、それらの役員等（要綱第２条第２

号に規定する役員等をいう。以下同じ。）の名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。 
４ 甲は、乙から提供された情報を警察署長に提供することができる。 
５ 甲は、乙が暴力団等に該当するか否かについて、警察署長の意見を聴くことができる。 
（警察署長から得た情報の利用） 
６ 甲は、警察署長から得た情報を他の業務において第１項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用

し、又は他の実施機関（尼崎市個人情報保護条例（平成１６年尼崎市条例第４８号）第２条第１号に規定

する実施機関をいう。）に提供することができる。 
（特約による解除） 
７ 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

(1) 乙が暴力団等であることが判明したとき。 
(2) 乙が正当な理由なくこの契約及び暴力団排除に関する特約の各条項に違反し、その違反により暴力

団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。 
（解除に伴う措置） 
８ 前項の規定による解除に伴い、乙その他関係者に損害が生じた場合であっても、乙は甲に対してその

損害を請求することはできない。 
９ 乙がこの契約及び暴力団排除に関する特約の各条項に違反したときには、契約の解除、損害賠償請求

その他の甲が行う一切の措置について異議を述べることができない。 
（乙からの協力要請） 
１０ 乙は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、甲及び警察署長に

協力を求めることができる。 
以 上  



  

第 1 号様式（※誓約事項と共に両面印刷をし、ご使用ください。） 

（表面） 
年  月  日 

入札参加申込書 
尼崎市長 あて 

 尼崎市公営企業管理者 あて 
 
 駐車場用地の貸付けに係る制限付一般競争入札について、実施要領の各条項を承知

の上、次のとおり申し込みます。 
  

 
 

（〒   －    ） 
申込者 所在地又は住所 

 
 

法人名及び代表者名、又は個人名 
          
          

印  
 

（担当責任者） 
所 属 
職・氏名 
電話             ＦＡＸ 
Ｅメール 

 
記 

対象物件 
（所在地番）  

開札立会 
□ 立合う 

□ 立合わない 
注１ 申込者の印鑑は、印鑑証明書と必ず同一のものを使用してください。 

注２ 使用計画書（任意様式。計画図面は必須のこと。）を添付してください。 
注３ ※印の欄は記入しないでください。 

  

※受付番号

※受付印



  

（裏面） 

 

誓約事項 

 

駐車場用地の貸付けに係る制限付一般競争入札の参加申込みにあたり、下記の事項

を誓約します。 

 

１ 駐車場用地の貸付けに係る制限付一般競争入札実施要領（以下「実施要領」と

いう。）の内容を全て承知しています。 

２ 対象物件の内容、状況を把握しています。 

３ 実施要領における入札参加資格の要件を全て満たしています。 

４ 私が借受人に決定した際は、市が契約相手方（個人の場合を除く。）、契約金額

等をホームページに掲載することに同意します。 

５ 尼崎市暴力団排除条例（平成２５年尼崎市条例第１３号）第２条第４号に規定

する暴力団、同条第５号に規定する暴力団員又は同条第７号に規定する暴力団密

接関係者（以下「暴力団等」という。）に該当しません。 

６ 尼崎市長から役員等の氏名その他の上記４に掲げる事項を確認するために必

要な情報の提供を求められたときは、速やかに、当該情報を尼崎市長に提供しま

す。 

７ 暴力団等から入札物件に対する権利行使の妨害その他不当な要求を受けたと

きは、直ちに、その旨を尼崎市長に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な

協力を行います。 

８ 対象物件への暴力団等の関与を排除するために対象物件に係る契約が解除さ

れたことにより損害が生じても、尼崎市に対しその損害の賠償等の請求を行いま

せん。 

以 上   

 
 



  

※整理番号  

 

入 札 書 
 尼崎市長 あて 
  尼崎市公営企業管理者 あて 

 

物件番号（  ） 

 入札金額（貸付料年額） 

金 額 
億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円 

         

 

上記のとおり、駐車場用地の貸付けに係る制限付一般競争入札実施要領の内容を承

知のうえ、入札します。 

 

  年  月  日 

           入札者 

              所在地又は住所 

               

               

               

              法人名及び代表者名 

                                   ㊞ 

                                 （申込者印） 

代理人 

              住 所 

氏 名                  ㊞ 

                                （代理人使用印） 
 
 
注１ 金額はアラビア数字（１・２・３…）とし、金額頭部に￥を記載してください。 
注２ 訂正はできません。記載内容を変更したい場合は新しい用紙を使用してください。 
注３ 入札者の印鑑は、入札参加申込書の申込印と必ず同一のものを使用してください。 
注４ 代理人が入札する場合は、入札者の所在地、氏名（印は不要）を記入のうえ、代理

人の住所、氏名を記入し、委任状の代理人使用印を押印してください。 
注 5 ※印の欄は記入しないでください。 

  



  

質 疑 書 
年  月  日 

 
法人所在地又は住所 
 

法人名及び代表者名又は個人名 
 

所属部署 
 

担当者名 

電話番号 
 

FAX 番号 

電子メールアドレス 
 

 
対象物件 
  
質疑内容 
 

※ 質疑書の提出は、令和 8 年 1 月 16 日（金）までに公有財産課へ持参、送付又は電子

メール（ama-kanzai@city.amagasaki.hyogo.jp）のいずれかによるものとします。質疑

内容及び回答については個人情報箇所を削除して適宜、市のホームページで公開しま

す。 
 
 
 
 
 

mailto:ama-kanzai@city.amagasaki.hyogo.jp


  

※整理番号  

委 任 状 
  
 
私は、今回入札に参加するにあたり、下記のとおり代理人に権限を委任します。 

 

 

記 

 
１ 委任する権限 
  駐車場用地の貸付けについての制限付一般競争入札 

 
２ 代理人 
   住 所 
 
 
   氏 名 

 

 

 
 
３ 委任者（申込者） 
   所在地又は住所 
 
 
   法人名及び代表者名、又は個人名 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 

代理人使用印

委任者印



市税納付状況等確認同意書（法人用） 

令和  年  月  日   

 

尼崎市長 あて 

 

申請者 

本社 
所在地  

商号又は名称  

代表者職氏名  

電話番号  

受任者 

（受任者を置かない

場合は記入不要） 

支店・営業所名  

受任者職氏名  

所在地  

電話番号  

 

 市有地の貸付けに係る制限付一般競争入札に係る入札の参加申込みに当たり、尼崎市税

の納付状況を尼崎市長が調査することについて、同意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


